
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  不動産等の賃貸料の計上時期                

Ｑ：不動産等の賃貸料の収入金額の計上時

期は、所得税ではどのようになっています

か？                                           

                                              

Ａ：次のようになっています。 

【解説】  

不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原

則としてその貸付けにかかる契約に定められ

ている賃貸料の支払日の属する年分の総収入

金額に算入しますが、その者が不動産等の貸

付けを事業的規模で行なっている場合で、次

のいずれにも該当するときは、小規模事業者

の特例を受ける場合を除き、その賃貸料にか

かる貸付期間の経過に応じ、その年中の貸付

期間に対応する部分の賃貸料の額をその年分

の不動産所得の総収入金額に算入すべき金額

とすることができるとされています。 

①不動産所得を生ずべき業務にかかる取引に

ついて、その者が帳簿書類を備えて継続的に

記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金

額を計算していること。 

②その者の不動産等の賃貸料にかかる収入金

額の全部について、継続的にその年中の貸付

期間に対応する部分の金額をその年分の総収

入金額に算入する方法により所得金額を計算

しており、かつ、帳簿上その賃貸料にかかる

前受収益および未収収益の経理が行なわれて

いること 

③その者の１年をこえる期間にかかる賃貸料

収入については、その前受収益または未収収

益についての明細書を確定申告書に添付して

いること。 
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